
定規稿投

会員諸君から大体次の事柄を御含みの上投稿を期待します。

藻類i乞関する小論文(和文)，綜説，論文抄録，雑録等。

原稿掲載の取捨，掲i般の順序，体裁及び校正は役員会l乞一任のと と。

3. 別刷の費用は著者負担と する。但し小論文，綜説，総合抄録に限りその 50部分

の費用は会にて負担する。

4. 小論文，綜説，総合抄録は 400字詰原稿用紙 12枚位迄，其他は同上 6枚位迄を

限度とし図版等のスペースは此の内に含まれる。

向小論文，綜説Iz:.限り.欧文E耳目及ぴ本文半頁以内の欧文摘要を付する乙と。欧文

は成る可く，英，独語を用うる乙と。

原稿は平仮名混り， 15立Aとしなるべく 400字詰原稿用紙を用うる乙と。
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会計叉は編集幹

5. 

向学会に関する通信ーは，札幌市北大理学部組物学教室内本会庶務，

l.fI宛とし幹事の倒人名は一切使用Ilぬよう特Iz:.注意の乙と。
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